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A. オークション導入の経過

「日本における周波数オークションの導入と電波法改正案について」

H. Oniki

A. 1. 2000年ごろから：

欧米諸国における周波数オークションの

採用を受けて総務省が日本における採用

4

の是非を検討。時期尚早との結論1）。当時

政権にあった自民党はこの総務省方針を

容認。

H. Oniki

A. 2. 2004年：

民主党が「電波オークション導入法案」を

国会に提出したが否決2）。

5

H. Oniki

A. 3. 2009年：

民主党「政策集INDEX2009」中に電波

オークション導入の提案が掲げられた3）。

6

しかし同党「マニフェスト」には入れられな

かった。

H. Oniki
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A. 4. 2009年9月：

民主党政権成立。

7

H. Oniki

A. 5. 2009年10月：

原口総務大臣（当時）のイニシアティブに

よる「『光の道』構想に関するタスクフォー

8

ス」が発足4）。翌年夏ごろから周波数問題

が検討された。

H. Oniki

A. 6. 2010年12月：

同タスクフォースが基本方針を発表5）。

9

H. Oniki

10

「光の道」構想に関する基本方針」（抄）

1④ ワイヤレスブロードバンド事業者による既存の
周波数利 用者の移行コストの負担に関し、オーク
ションの考え方を取り入れた制度を創設するため、
関係法律の改正案を次期通常国会に提出する。
【電波法の 部改正】

H. Oniki

【電波法の一部改正】

1⑤ 第4世代移動通信システムなど新たな無線シ
ステムに関しては、諸外国で実施されているオーク
ションの導入についても、早急に検討の場を設けて
議論を進める（新無線システム移行までに関係法律
の改正が間に合うように結論を得る）。

A. 7. 2011年3月：

上記基本方針（項目後段）を受けて総務

省「オークション導入に関する懇談会」発

11

足6 ）。

H. Oniki

A. 8. 2011年6月：

同じく同基本方針（項目前段）に沿って電

波法を改正。特定基地局を建設する事業

12

者（主に携帯電話事業者）がそのための周

波数帯の旧利用者に（政府機関を経由す

ることなく）移転費用を支払うことを可能に

した7）。

H. Oniki
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A. 9. 2011年11月：

内閣府行政刷新会議「提案型仕分け・情

報通信」が、（上記タスクフォース基本方針

13

を実質上見直して）プレミアム周波数帯

（700/900MHz帯）割当にオークションを採

用することを提言8）。（→）

H. Oniki

A. 9. 2011年11月：

（→） しかしながら総務省はこれに同意せ

ず、基本方針による割当を進行させた9）。

14

H. Oniki

A. 10. 2011年12月：

総務省がプレミアム周波数帯の割当方

針を発表。オークションを採用せず、同年6

15

月改正電波法にしたがって移転費用負担

を伴う比較審査方式を採用10）。

H. Oniki

A. 11. 2011年12月：

総務省「オークション懇談会」が報告書を

発表。2015年ごろからのオークション採用

16

を提案し、そのための基本方針を示した11）。

H. Oniki

A. 12. 2012年2月：

総務省がプレミアム帯のうち900MHz帯

（30MHz幅）をソフトバンクモバイル（株）に

17

割り当てる旨を決定12）。また同時に2011年

6月改正電波法により、700MHz帯（60MHz

幅）を携帯電話用に割り当てる方針を示し、

意見募集を開始した13）。
H. Oniki

A. 13. 2012年3月：

総務省によるオークション導入のための

電波法改正案を閣議決定し、国会に提出

18

14）。

H. Oniki
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D.  電波法改正案（2012年3月9日閣議決定、

第180国会提出閣法61 ）について

「日本における周波数オークションの導入と電波法改正案について」

H. Oniki

D. 1. 概要

a. 携帯電話・無線インターネット用免許発行

にオークションを導入する。

20

H. Oniki

D. 1. 概要

b. オークション落札者は免許申請資格（20

年）を与えられ、落札金支払後に免許（5

21

年）を申請・入手して事業を開始できる。

H. Oniki

D. 1. 概要

c. 落札事業者が落札金不払、基地局開

設義務違反等を犯した場合は、申請資格

22

および免許を取り消され、落札金等は没

収される。

H. Oniki

D. 1. 概要

d. 一部の事項（たとえば申請資格・免許を

取り消された場合の免許付与、申請資格

23

期間終了後における処置）について本法案

では未定。結果的にオークションごとに定

められる省令等に委任。

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

a. 特定基地局（携帯電話、ワイヤレス広帯域

通信、ワンセグ放送等）に相当する無線局の

24

うち、ワンセグを除く免許発行のために、

総務大臣の決定によってオークション（入札

または競り、周波数入札）を適用することを

可能にする（入札対象基地局）。（→）
H. Oniki
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D. 2. 電波法改正案の要点

a. （→） 適用基準は「無線局の免許申請者

を入札等により決定することが電波の経済

25

的価値の十全な発揮に資すると認められる

こと」（27条17の2）。

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

b. 入札対象基地局については、まず総務大

臣が「入札開設指針」を定め、同対象基地局、

26

周波数帯、開設時期、利用技術に加え、保

証金、最低落札価額、落札金支払などオー

クション細目を規定する（27条17の2）。

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

c. 入札対象基地局免許を受けることを希望

する事業者は、入札開設指針に沿う「入札開

27

設計画」を総務大臣に提出して承認を受け、

保証金を納入すれば、周波数入札への参加

資格を得る（（入札参加）通知受領者）（27条

17の3､同4、同5）。
H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

d. 総務大臣は上記「通知受領者」を参加者と

して周波数入札を実施し、最低落札価額を

28

超えかつ最高の価額を表明した参加者を

「落札者あるいは競落者」と決定し、使用周

波数帯を指定した上でその「入札開設計画」

を「認定」する。（→）
H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

d. （→） 認定の有効期間は最長20年とする

（27条17の5）。

29

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

e. 認定を受けた事業者は落札金を国に納入

した上で（保証金はその一部に充当できる）

30

免許を申請できる（27条17の5の第1～3項）。

（→）

H. Oniki
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D. 2. 電波法改正案の要点

e. （→） この場合の免許は、特定無線局とし

て、また特定基地局と同様に事業者単位で

31

（通信系ごとに）、基地局および（移動）端末

局を包括する免許（包括免許）である（現行

27条の2～11）。免許の有効期間は最長5年

（現行13条）。
H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

f. 総務大臣は上記認定（実質上の免許付

与）後に、認定期間、指定周波数、落札金額

32

等を公示し、認定を受けた者以外の入札

参加者に保証金を返還する（27条17の5第4

～5項）。

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

g. 総務大臣は「入札認定開設者」が落札金を

納めないとき、入札対象基地局を認定計画

33

にしたがって開設していないと認めたとき、

入札開設計画の認定および免許を取り消す

（27条の8第1～4項）。（→）

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

g. （→） これらの場合の保証金、落札金は

原則として返還されない（同第5項）。

34

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

h. オークション免許の譲渡（二次取引）に

ついては、他の免許と同じく相続あるいは

35

事業の合併・分割・譲渡に伴う場合のみを

認め、その他の譲渡は禁止する（27条17の9、

現行20条）。

H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

i. オークションによる免許を受けた事業者に

ついても、他の免許と同じく電波利用料の

36

支払義務を課する（103条の2第3項）。

H. Oniki
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D. 2. 電波法改正案の要点

j. 落札金は（原則として特定財源規定の無

い）一般会計収入とする（27条17の5第3項）。

37

ただし予算の定めるところにより、その一部

を入札対象周波数帯の現利用の終了促進

にかかる補償金、および入札実施のための

事務費用に充てることができる（27条17の6）。

（→） H. Oniki

D. 2. 電波法改正案の要点

j. （→） （つまりこの部分は特定財源規定

になっている。） なお上記（特定財源部分）

38

について過去の「未使用分」を年度を超えて

繰り越すことを認める（同第2項）。

H. Oniki

39
図D.1 オークションによる免許発行手順（→）

（携帯事業者） （総務大臣、政府） 

事業準備の開始 

入札開設計画の作成

入札対象基地局・ 

周波数帯域等の選定 

入札開設指針の作成

（オークション細目） 

公示 

提出 

H. Oniki

入札開設計画の作成 

保証金 

入札参加者の決定 
通知 

（入札通知）受領者 

支払 

参加 実施 

オークション（入札、競り） 

40
図D.1 オークションによる免許発行手順（続）

（携帯事業者） （総務大臣、政府） 

オークション（入札、競り） 

（落札者）入札開設計画の認定 

（使用周波数帯の指定） 

公示 

落札者 非落札者 

H. Oniki

保証金返還 落札金 

事業開始 免許付与 

支払 

免許 
申請 

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

a. 無線局免許発行に従来の比較審査に代

えてオークションを導入する点で大きな方針

41

転換。（→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

a. （→） 理想的見地からすれば本法案内容

に問題が残るにしても、移動通信産業の成

42

長と国民共有の電波資源から生ずる資産

所得の正当な配分のために、今回本案が

可決成立することが望ましい。以下は本案

改良に向けての筆者コメント。
H. Oniki
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D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

b. 今回オークション導入を携帯電話等移動

通信免許に限定することは、放送電波等ま

43

で対象に入れた時の混乱・反対を避けるた

め、やむを得ないと考える。 （→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

b. （→） 諸外国でもまず移動通信にオーク

ションを導入したケースが多い。早晩国民

44

一般の理解が進んで、放送を含む他の分

野でもオークションが導入されると予想する。

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

c. オークションを適用するか否かを政府の判

断に委ねている（27条17の2第1項）点、入札

開設指針で政府による恣意的な「干渉 の余

45

開設指針で政府による恣意的な「干渉」の余

地を残している点は外見上問題だが、一旦

オークションが始まれば、世論やビジネス慣

行の点から実効性はほとんどないものと予

想する。（→）
H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

c. （→） たとえば、特定の周波数帯について

携帯電話目的に旧来の「比較審査」を適用

46

すること、外国系の事業者のオークション参

加を拒むことなど、実際上不可能と考える。

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

d. 新しい制度（オークションによる免許発行）

を創設する法案としては、制度構成が不必

47

要に複雑化している。とりわけ周波数使用

資格が開設計画認定と免許発行の2本建に

なっており、両者間で有効期間が異なる点

（20年と5年）。（→）
H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

d. （→） その結果、制度内容の理解を困難

にしているだけでなく、事業者の立場から見

48

た将来の電波利用の可能性についての不

確実性を増大させている（認定期間が残っ

ていても免許期間の終了時に利用停止に

なるかもしれないなど）。 （→）

H. Oniki
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D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

d. （→） 免許期間を20年とすることが望まし

い。

49

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

e. 従来の比較審査については「特定基地局

の開設計画認定期間」が原則5年であり、免

50

許期間5年と同一であるため、両者は実質

上一体化していた。（→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

e. （→） これに対しオークション免許について

は、「入札対象基地局の入札開設計画認定

51

期間」が最長20年であり、免許期間5年を超

えることになる。

H. Oniki

図D. 2. 移動通信用免許等期間の比較
52

 （1） 特定基地局（比較審査）： 

 

     開設計画認定（＝比較審査結果の有効）期間（5 年） 

 

 

免許期間（5 年） 

 

0 5 10 15 20 
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 （2） 入札対象基地局（オークション）： 

 

     入札開設計画認定（＝オークション結果の有効）期間（20 年） 

 

 

免許期間（5 年） 

 

 

0 5 10 15 20 

0    20 

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

e. その結果上記d. の問題が生ずるが、実質

上の免許期間は20年になると予測する。

53

（→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

e. （→） このことは当初において事業者投資

の促進に寄与するが、20年後の期間終了が

54

近づくとともに、事業者にとって「終了後の措

置」が重要になる（終了時点が近づくと事業

者のサービス業務・投資計画作成の基盤が

不安定になる）ことを意味する。 （→）

H. Oniki
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D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

e. （→） 電波再配分・転用の可能性まで考慮

した上で、早期に本問題を検討することが必

55

要。（米・英では少なくとも一部の「認定（免

許）期間」を実質上無期限にしている。）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

f. オークション落札者の二次取引を自由化

せず、現在の制約（事業譲渡を伴う取引等

56

に限って認める）を残したことは、将来にお

ける電波の効率的利用を妨げるものである。

（→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

f. （→） オークション導入の主要目的の1つ

は、免許取得後に望ましい事業成果を挙げ

57

ることができない場合に、周波数帯（の一

部）を他者に有償で肩代わりさせることを可

能にし、電波の有効利用を図ることにある。

（→）
H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

f. （→） （従来比較審査割当下では免許の

有償譲渡が不当利益を生ずるために困難で

58

あり、その結果電波が長期間死蔵される

ケースがたびたび生じた。）（→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

f. （→） この点は本改正案の最大の欠点で

あり、二次取引は当初認定・免許条件の範

59

囲内で原則自由化すべきと考える。

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

g. 本法案では、従来のように全国免許を想定

しているように見える。しかしながらオークショ

60

ンを全国一斉でなく、地域別（たとえば道州別、

最小単位は都道府県）に実施して新規参入

の可能性を高める余地は残されていると考え

る（27条12第1項1号、27条17の2第1項）。（→）

H. Oniki
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D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

g. （→） 地域単位の参入、免許譲渡等に

ついては、なお検討すべき事項が多い。

61

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

h. 電波利用料を現状のまま残す（103条の2

第3項）ことは、少なくとも形式上は「二重取

62

り」の可能性が残るので問題である。 （→）

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

h. （→） しかしながら電波利用料制度には、

同利用料が（法律の定めるように）電波管理

63

事務のための共益費用にすぎないのか、あ

るいは経済的な「電波賃貸料」をも含んでい

るのかという重大な問題が不明確のまま残っ

ており、 （→）
H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

h. （→） オークション導入時に同問題点を

修正することは事態が複雑化するため困難

64

である。同利用料制度については、改めて

本格的に検討を加えることが望ましい 15）。

H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

i. 落札金を一般会計収入とする旨を定めた

（27条17の5第3項、27条17の6第1項）ことを

65

評価する。国民共有の財産である電波から

の資産所得はこれを国民全員の収入とすべ

きであるが、一般会計収入はこれに最も近

いからである。 （→）
H. Oniki

D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

i. （→） ただし、落札金からオークション実

施費用と周波数帯の前利用者への補償金

を支払うための予算措置ができる旨規定さ

66

を支払うための予算措置ができる旨規定さ

れており（27条17の6第1項1号、2号）、また

年度を超える繰り越しも可能としている（同

第2項）ので、そのための予算管理が甘くな

る危険がある。（→）
H. Oniki
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D. 3. 本電波法改正案への筆者コメント

i. （→） また現行の「民々補償」と同種の措

置を可能にする規定も入っている（27条17の

67

2第2項5号）が、上述のように一般会計予算

による補償ができるのに、透明性を欠く

「民々補償」の必要はないと考える。

H. Oniki

68

E. 比較審査割当免許とオークション割当
免許の併存から生ずる不公平について

「日本における周波数オークションの導入と電波法改正案について」

H. Oniki

E. 1. 問題点 (1/3)

• オークション導入時に従来の比較審査

割当による周波数帯が存在

69

H. Oniki

E. 1. 問題点 (2/3)

• 同一サービス（たとえばLTE/3.9G, 4G）に

ついてオークション代価支払の有無から

70

既存・新規事業者間で大きな不公平が発生

H. Oniki

E. 1. 問題点 (3/3)

• 新規参入を阻害

• 是正が必要

71

• 是正が必要

H. Oniki

E. 2. 「新規事業者枠」方式（是正案1）

a. 方式

オークションにより発行する複数の免許に「新

規事業者枠 を 定する ある 存事業者

72

規事業者枠」を設定する、あるいは既存事業者

が入札できる免許数や周波数帯幅に上限を設

けるなどの手段によって、比較審査割当による

周波数帯を持つ既存事業者に対し、これを持た

ない新規事業者を有利な立場におく。
H. Oniki
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E. 2. 「新規事業者枠」方式（是正案1）

b. 評価

(i) 単純で実行が容易、新規参入を促進

73

(ii) 事前に適切な「枠」の個数・周波数帯

幅等を設定することが困難（→）

H. Oniki

E. 2. b. 評価

(ii) （→） 設定した枠の数が過大あるいは

過小になりやすい。（→）

74

H. Oniki

E. 2. b. 評価

（→）

75

- 過大の場合： 非力な新規参入事業者に

免許を出してしまい 事業展

H. Oniki

免許を出してしまい、事業展

開が困難になって電波利用

効率を損ずる。

- 過小の場合： 新規参入自体を制約してし

まう。

E. 2. b. 評価

iii. 諸外国の経験： 「過大」のケースが多い

ようである。

76

H. Oniki

E. 3. 「イコール・フッティング」方式
（是正案2、筆者提案）

a. 方式

オークションに依らない周波数帯割当（以下

77

既割当分）をすでに受けている既存事業者が、

これに加えてオークション対象となる周波数帯

（以下新割当分）を落札した場合、（→）

H. Oniki

E. 3. a . 方式

（→） 新割当分の落札単価を既割当分に適

用して算定した代価をオークション代価に加

78

えて納入する義務を課する。 （→）

H. Oniki
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E. 3. a . 方式

（→） ただし、既割当・新割当の周波数帯が

新たに同一目的（たとえば4G移動通信）に使

79

用される場合に限って適用する（過去の電波

利用に遡って適用するものではない）。（→）

H. Oniki

E. 3. a . 方式

（→） 本方式に服した既割当分には、新割

当分と同一の権利・義務を与える（たとえば

80

周波数帯の譲渡、貸与等の自由）。

H. Oniki

図E. 1. イコール・フッティング方式の例示

4G移動通信 既存事業者 新規事業者

既割当分
（2G/3G等からの転用）

20MHz 0MHz

新割当分
（オークション落札）

30MHz 15MHz

81

落札単価 10億円／MHz 10億円／MHz

落札価格 300億円 150億円

イコール・フッティング
目的支払額

200億円
＝10億円・20MHz

0

合計支払額 500億円 150億円

H. Oniki

E. 3. b.   評価

(i) 新旧、大小の事業者間で、同一の新規

サービスに使用される周波数帯の単価が均

82

一化されて公平競争環境が実現し、新規参入

が促進される。

H. Oniki

E. 3. b.   評価

(ii) 既存大規模事業者の資金が既割当分、

新割当分の代価として分散されるため、オー

83

クション落札単価の高騰を防ぐことができる。

H. Oniki

E. 3. b.   評価

(iii) 比較審査による既割当分についても自

由な譲渡を可能にし、事後的にオープン競争

84

環境を実現できる。

H. Oniki
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E. 3. b.   評価

(iv) 国民の共有資産である電波の利用につ

いて、（既存事業者による）正当な代価支払を

85

実現する。

H. Oniki

E. 3. c.   細部の問題についての対処法

(i) 既存事業者が既割当分の周波数帯を旧

サービスから新サービスに少しずつ転用する

（巻き取る）場合

86

（巻き取る）場合：

- 新旧加入者数比率によって支払額を

調整する。

H. Oniki

図E.2 イコール・フッティング方式
―― 新旧サービス間の調整16）

87

I： 既存事業者（incumbent） 

N： 新規事業者（new entrant） 

3G： 従来からのサービス

（1） 想定例図の凡例・記号

H. Oniki

3G： 従来からのサ ビス 

4G： 新規サービス 

S： 周波数帯 

S/I： I 利用分 

S/N： N 利用分 

周波数帯（ピンク部分   ）： オークション落札単価による支払あり 

周波数帯（黄色部分   ）： 同上なし 

図E.2 イコール・フッティング方式
―― 新旧サービス間の調整

88

（2） オークション（4G目的）実施前の周波数帯割当

従来割当周波数帯 

H. Oniki

 

 

S/I

3G

 

 

S/I

3G

周波数 

時間 

図E.2 イコール・フッティング方式
―― 新旧サービス間の調整

89

（3） オークション実施直後の周波数帯割当

H. Oniki

 

S/I 

 

3G 

 

S/I 

 

3G 

S/I S/N 

オークション対象周波数帯 

4G 4G 

周波数 

時間 

オークション

時点 

図E.2 イコール・フッティング方式
―― 新旧サービス間の調整

90

（4） オークション実施後の経過

周波数 
 

S/I

 

S/I

オークション

時点

S/I S/N 

H. Oniki

時間 

S/I

3G

S/I

3G

時点

イコール・フッティング対象（ピンク部分）

加入者数により按分支払 

 

4G 

 

4G 

4G 
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E. 3. c.   細部の問題についての対処法

(ii) 同一周波数帯について複数のオークショ

ンが実施され、単価が異なる場合：

91

- オークション制度の導入後相当の期間に

わたって平均値を計算し、本方式開始時に遡っ

て調整。計算式は事前に設定。

H. Oniki

E. 3. c.   細部の問題についての対処法

(iii) 異なる周波数帯間について単価の

設定が必要になった場合：

92

- 海外主要国を含む過去のオークション結

果から「周波数帯間単価比率」を計算して適

用。計算式は事前に設定するが、実際に使用

する「比率」は毎年更新する。

H. Oniki

注

1） 表面上の理由は、ヨーロッパ3Gオークション時の落札額高騰を受け、オークションが

事業者経営を圧迫する可能性があることとした。実際は、総務省が保有する周波数割

当権益と電波利用料収入がオークション導入によって失われることを懸念したものと

推測。

2） 衆議院［2004」。同法案を審議した総務委員会では、オークションの内容や意義につ

いてかなりの時間をかけて論議が交換されている。

3） 民主党［2009］、p.11。

4） 総務省［2010c］。

5） 総務省［2010b］

93

5） 総務省［2010b］。

6） 総務省［2011b］。

7） 衆議院［2011a］。

8） 行政刷新会議［2011a］、p.11。なお鬼木［2011c,d; 2012］を参照。

9） 衆議院［2011b］および行政刷新会議［2011b］、p.33。

10） 総務省［2011c］。

11） 総務省［2011d］。

12） 総務省［2012a］。

13） 総務省［2012b］。

H. Oniki

注

14） 衆議院［2012］あるいは総務省［2012c］。

15） 詳細について鬼木［2009］を参照。

16） 本図は「イコール・フッティング方式」が「過去にさかのぼって周波数帯の経済価値を

徴収するものである」とする誤解を生じやすいことに留意し、同方策が一方では「既存

事業者がオークション導入以前から実施してきたサービス（たとえば3G）について継続

すること」を認め、他方で「新しいサービス（たとえば4G）の開始について既存・新規事

業者双方に均等のビジネス環境を提供することを目的とする」旨を強調している。
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